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大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。
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号

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
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リ
ン
ツ
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八
百
八
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円
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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あ
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三
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変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
別
府
絆
観
光
宣
伝
帯

三
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
佐
　
野
　
貴
　
大

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
別
府
市
北
浜
一
丁
目
十
番
四
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　
こ
の
法
人
は
、
別
府
市
の
料
飲
街
・
北
浜
の
女
性
が
中
心
と
な
り
各
種
祭
り
や
清
掃
等
の
事
業
を
行

　
い
、
別
府
市
の
活
性
化
と
地
域
の
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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に
よ
り
、
次
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よ
う
に
道
路
の
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用
を
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始
す
る
。
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路
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。
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